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税務情報 

国税庁 － 所得合算ルールに係る Q&Aの改訂版の公表 

2024年度税制改正では、2023年度税制改正で創設された、OECD/G20の BEPS

包摂的枠組みにおいて合意された第 2 の柱に係るグローバル・ミニマム課税の
うち所得合算ルール（IIR: Income Inclusion Rule）に相当する「各対象会計年
度の国際最低課税額に対する法人税」（以下、日本版 IIR）について、OECD よ
り公表された執行ガイダンスの内容や国際的な議論の内容を踏まえた制度の明
確化等の観点からの見直しが行われました。 

国税庁は 9 月 13 日、2024 年度税制改正等を踏まえ、日本版 IIR に係る疑問点
等について税務上の取扱いを取りまとめた Q&A（2023年 12月初版公表）（*）の
改訂版を公表しました。 

 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に関する Q&A（令和 5年
12月）（令和 6年 9月改訂） 

今回の改訂では、2023 年 7 月に OECD から公表された執行ガイダンスに基づ
き 2024 年度税制改正で措置された「自国内最低課税額に係る税に関する適用
免除基準」（QDMTTセーフ・ハーバー）に関する以下の 2つの Q&Aが追加さ
れたほか、5つの Q&Aの改訂等が行われています。 

Q15（1） 整合性基準を満たす自国内最低課税額に係る税に関する法令につい
て 

Q15（2） 自国内最低課税額に係る税に関する法令が QDMTT会計基準及び整
合性基準の要件を満たすかどうかを確認する方法 

たとえば Q15（2）では、日本以外の国・地域における QDMTTに関する法令が
QDMTT セーフ・ハーバーの要件である①QDMTT 会計基準（QDMTT 

Accounting Standard）及び②整合性基準（Consistency Standard）を満たし
ているかどうかを確認する方法として、今後、これらの要件を満たした QDMTT

を課することとされている国・地域が QDMTTセーフ・ハーバーの対象となる
国・地域として OECDのホームページにおいて公表される予定であり、これら
の要件を判定する場合の参考になること等が紹介されています。 

（*） 2023年 12月 26日発行の e-Tax News No.297「国税庁 - 所得合算ルール
に係る Q&Aの公表」にてお知らせしています。 
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https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/hojinzei_qa/index.htm
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